
 
資料２－３  

○各約款における瑕疵担保責任の規定（現行） 
 公共約款 民間工事標準請負契約約款（甲） 民間工事標準請負契約約款（乙） 建設工事標準下請契約約款 
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（瑕疵担保） 
第四十四条 発注者は、工事目的物に瑕
疵があるときは、受注者に対して相当
の期間を定めてその瑕疵の修補を請
求し、又は修補に代え若しくは修補と
ともに損害の賠償を請求することが
できる。ただし、瑕疵が重要ではなく、
かつ、その修補に過分の費用を要する
ときは、発注者は、修補を請求するこ
とができない。 

 
 

（瑕疵の担保） 
第二十九条 この契約の目的物に施工上
の瑕疵があるときは、発注者は、受注
者に対して、相当の期間を定めて、そ
の瑕疵の修補を求め、又は修補に代え
若しくは修補とともに損害の賠償を
求めることができる。ただし、瑕疵が
重要でなく、かつ、その修補に過分の
費用を要するときは、発注者は修補を
求めることができない。 

 
 

（瑕疵の担保） 
第十九条 
４ 前三項の瑕疵があったときは、発注
者は相当の期間を定めて受注者に補
修を求めることができる。ただし、瑕
疵が重要でなく、かつ、補修に過分の
費用を要するときは受注者は、適当な
損害賠償でこれに代えることができ
る。 

５ 発注者は、瑕疵の補修に代え又は補
修とともに、瑕疵に基づく損害賠償を
受注者に求めることができる。 

（瑕疵担保） 
第三十三条(a)  工事目的物に瑕疵が

あるときは、元請負人は、下請負人に
対して相当の期間を定めてその瑕疵
の修補を請求し、又は修補に代え若し
くは修補とともに損害の賠償を請求
することができる。ただし、瑕疵が重
要ではなく、かつ、その修補に過分の
費用を要するときは、元請負人は、修
補を請求することができない。 

注 （ａ）又は（ｂ）を選択して使用する。 
 
第三十三条（b）工事目的物に瑕疵があ

り、その瑕疵が下請負人の責めに帰す
べき理由により生じたものであると
きは、元請負人は、下請負人に対して
相当の期間を定めてその瑕疵の修補
（工事目的物の範囲に限る。）を請求
し、又は修補に代え若しくは修補とと
もに損害の賠償（工事目的物の範囲に
限る。）を請求することができる。た
だし、瑕疵が重要でなく、かつ、その
修補に過分の費用を要するときは、元
請負人は、修補を請求することができ
ない。 

注 （ａ）又は（ｂ）を選択して使用する。 
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第四十四条 
２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損
害賠償の請求は、第三十一条第四項又
は第五項（第三十八条においてこれら
の規定を準用する場合を含む。）の規
定による引渡しを受けた日から〇年
以内に行わなければならない。ただ
し、その瑕疵が受注者の故意又は重大
な過失により生じた場合には、請求を
行うことのできる期間は〇年とする。 

 

第二十九条 
２ 前項による瑕疵担保期間は、前二条
の引渡しの日から、木造の建物につい
ては一年間、石造、金属造、コンクリ
ート造及びこれらに類する建物その
他土地の工作物又は地盤については
二年間とする。ただし、その瑕疵が受
注者の故意又は重大な過失によって
生じたものであるときは、一年を五年
とし、二年を十年とする。 

 
 

第十九条  
受注者は工事目的物の瑕疵によって
生じた滅失き損について引渡しの日
から一年間担保の責めを負う。ただ
し、この期間は、石造、土造、煉瓦造、
金属造、コンクリート造及びこれに類
する建物その他土地の工作物若しく
は地盤の瑕疵によって生じた滅失き
損については、二年とする。 

 

第三十三条(a)  
２ 前項の規定による瑕疵の修補又は

損害賠償を請求することができる期
間は、第二十五条（検査及び引渡し）
第三項（第二十七条（部分引渡し）に
おいて準用する場合を含む。）の規定
による引渡しを受けた日から〇年以
内とする。ただし、その瑕疵が下請負
人の故意又は重大な過失によって生
じた場合は、当該請求をすることので
きる期間は〇年とする。 

注 〇の部分には原則として元請契約における瑕
疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。 
 
第三十三条（b） 
２ 前項の規定による瑕疵の修補又は

損害賠償を請求することができる期
間は、第二十五条（検査及び引渡し）
第三項（第二十七条（部分引渡し）に
おいて準用する場合を含む。）の規定
による引渡しを受けた日から〇年以
内とする。ただし、その瑕疵が下請負
人の故意又は重大な過失によって生
じた場合は、当該請求をすることので
きる期間は〇年とする。 

注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵

担保責任の期限に相応する数字を記入する。 
 
 

 第二十九条 
３ 建築設備の機器、室内装飾、家具等
の瑕疵については、引渡しの時、監理
者が検査して直ちにその修補又は取
替を求めなければ、受注者は、その責
任を負わない。ただし、隠れた瑕疵に
ついては、引渡しの日から一年間担保
の責任を負う。 

 

第十九条 
２ 造作、装飾、家具などについては発
注者が引渡しを受けるとき、監理者が
検査して、もし瑕疵があるときは、直
ちに受注者に補修又は取換えを求め
なければ受注者は責めを負わない。た
だし、隠れた瑕疵については引渡しの
日から六ケ月間担保の責めを負う。 

 

 

第四十四条 
３ 発注者は、工事目的物の引渡しの際
に瑕疵があることを知ったときは、第
一項の規定にかかわらず、その旨を直
ちに受注者に通知しなければ、当該瑕
疵の修補又は損害賠償の請求をする
ことはできない。ただし、受注者がそ
の瑕疵があることを知っていたとき
は、この限りでない。 

 
 

第二十九条 
４ 発注者は、この契約の目的物の引渡
しの時に、第一項の瑕疵があることを
知ったときは、遅滞なく書面をもって
その旨を受注者に通知しなければ、同
項の規定にかかわらず、当該瑕疵の修
補又は損害の賠償を求めることがで
きない。ただし、受注者がその瑕疵が
あることを知っていたときは、この限
りでない。 
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第四十四条（Ａ） 
４ この契約が、住宅の品質確保の促進
等に関する法律（平成十一年法律第八
十一号）第九十四条第一項に規定する
住宅新築請負契約である場合には、工
事目的物のうち住宅の品質確保の促
進等に関する法律施行令（平成十二年
政令第六十四号）第五条に定める部分
の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影
響のないものを除く。）について修補
又は損害賠償の請求を行うことので
きる期間は、十年とする。 

 

（新築住宅の瑕疵の担保） 
第三十条 
２ 住宅のうち構造耐力上主要な部分又
は雨水の浸水を防止する部分として
住宅の品質確保の促進等に関する法
律施行令（平成十二年政令第六十四
号）第五条に定めるものの瑕疵（構造
耐力又は雨水の浸入に影響のないも
のを除く。）があるときは、発注者は、
受注者に対して、相当の期間を定め
て、その瑕疵の修補を求め、又は修補
に代え若しくは修補とともに損害の
賠償を求めることができる。ただし、
瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に
過分の費用を要するときは、発注者
は、修補を求めることができない。 

３ 前項による瑕疵担保期間は、第二十
七条又は第二十八条の引渡しの日か
ら十年間とする。 

第十九条 
３ この契約が、住宅の品質確保の促進
等に関する法律（平成十一年法律第八
十一号）第九十四条第一項に規定する
住宅新築請負契約である場合には、受
注者は、前二項の規定にかかわらず、
工事目的物のうち住宅の品質確保の
促進等に関する法律施行令（平成十二
年政令第六十四号）第五条に定める部
分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に
影響のないものを除く｡）について、
引渡しの日から十年間担保の責めを
負う。 

 

第三十三条(a) 
３ この契約が、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成十一年法律第八
十一号）第九十四条第一項に規定する
住宅新築請負契約である場合には、工
事目的物のうち住宅の品質確保の促
進等に関する法律施行令（平成十二年
政令第六十四号）第五条に定める部分
の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影
響のないものを除く。）について修補
又は損害賠償の請求を行うことので
きる期間は、十年とする。 

 
第三十三条（b） 
３ この契約が、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成十一年法律第八
十一号）第九十四条第一項に規定する
住宅新築請負契約である場合には、工
事目的物のうち住宅の品質確保の促
進等に関する法律施行令（平成十二年
政令第六十四号）第五条に定める部分
の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影
響のないものを除く。）について修補
又は損害賠償の請求を行うことので
きる期間は、十年とする。 
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第四十四条 
５ 発注者は、工事目的物が第一項の瑕
疵により滅失又はき損したときは、第
二項又は前項に定める期間内で、か
つ、その滅失又はき損の日から六月以
内に第一項の権利を行使しなければ
ならない。 

 

第三十条 
４ 第二項の瑕疵によるこの契約の目的
物の減失又はき損については、発注者
は、前項に定める期間内で、かつ、そ
の減失又はき損の日から六カ月以内
でなければ、第二項の権利を行使する
ことができない。 

 

 第三十三条(a) 
４ 工事目的物が第一項の瑕疵により

滅失又はき損したときは、元請負人
は、前二項に定める期間内で、かつ、
その滅失又はき損の日から六月以内
に限り、第一項の権利を行使すること
ができる。 

 
第三十三条（b） 
４ 工事目的物が第一項の瑕疵により

滅失又はき損したときは、元請負人
は、前二項に定める期間内で、かつ、
その滅失又はき損の日から六月以内
に限り、第一項の権利を行使すること
ができる。 

 

第二十九条 
５ 第一項の瑕疵によるこの契約の目的
物の滅失又はき損については、発注者
は、第二項に定める期間内で、かつ、
その滅失又はき損の日から六カ月以
内でなければ、第一項の権利を行使す
ることはできない。 
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第四十四条 
６ 第一項の規定は、工事目的物の瑕疵
が支給材料の性質又は発注者若しく
は監督員の指図により生じたもので
あるときは適用しない。ただし、受注
者がその材料又は指図の不適当であ
ることを知りながらこれを通知しな
かったときは、この限りでない。 

 

第三十条 
５ 前三項の規定は、第十七条第四項各
号（第三号を除く。）のいずれかの場
合に生じたこの契約の目的物の瑕疵
又は減失若しくはき損については、適
用しない。ただし、同条第五項に該当
するときは、この限りでない。 

 

 第三十三条(a) 
５ 第一項の規定は、工事目的物の瑕疵

が支給材料の性質又は元請負人若し
くは監督員の指示等により生じたも
のであるときは、これを適用しない。 

 

第二十九条 
６ 前五項の規定は、第十七条第四項各
号のいずれかの場合に生じたこの契
約の目的物の瑕疵又は滅失若しくは
き損については、適用しない。ただし、
同条第五項に該当するときは、この限
りでない。 

 


